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株式の分割に関するお知らせ 

 
 

 当社は、本日開催の取締役会において、株式の分割をおこなうことを決議いたしましたので、

下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．株式分割の目的 

株式の分割により、当社株式の投資金額を引き下げ、株式の流動性を高めるとともに投資 

家層の拡大を図ることを目的としております。 

 

２．株式分割の概要 

平成１８年７月１日（土曜日）付けをもって、次のとおり普通株式１株を１．５株に分割 

いたします。 

 （１）分割の方法 

     平成１８年６月３０日(金曜日)を基準日として株主の所有普通株式１株につき１．５ 

株の割合をもって分割する。 

     ただし、分割の結果生ずる１株未満の端数株式は、これを一括売却または買受けし、 

    その処分代金を端数の生じた株主に対し、その端数に応じて分配する。 

 （２）分割により増加する株式数 

     普通株式とし、平成１８年６月３０日（金曜日）最終の発行済株式総数に０．５を乗 

じた株式数とする。ただし、１株未満の端数株式はこれを切り捨てる。 

 

３．日程 

・株式分割の基準日 平成１８年６月３０日（金曜日） 

・効 力 発 生 日 平成１８年７月 １日（土曜日） 

（証券保管振替機構制度をご利用の実質株主様は、平成１８年７月１日より増加株式

数の残高が発生いたします。） 

・ 新 株 券 交 付 日 平成１８年８月１８日（金曜日） 

 

４．その他、この株式分割に必要な事項は、今後の取締役会において決定する。 

 

 



 

 

【ご参考】 

１．株式の分割により増加する株式数を具体的に明示していないのは、本取締役会決議から株式 

  分割基準日までの間に新株予約権等の権利行使により発行済株式総数が増加する可能性があ 

  り、分割基準日現在の発行済株式総数が確定出来ないためであります。 

 

２．株式分割後の発行済株式総数は、平成１８年５月１１日現在の発行済株式総数を基準とし 

  て計算すると、以下のようになります。 

株式分割前の当社発行済株式総数 ７，９２８，１５７株 

今回の分割により増加する株式数 ３，９６４，０７８株 

株式分割後の当社発行済株式総数 １１，８９２，２３５株 

 

 

 

３．今回の株式分割による資本金の額の変更はありません。 

   平成１８年５月１１日現在の資本金   １，５４８，０９９，３８２円 

 

４．今回の株式分割に伴い、当社の発行した新株引受権および新株予約権の行使価額を次のとお

り調整いたします。 

 調整前行使価額 調整後行使価額 

平成11年12月17日株主総会決議によ

る新株引受権 

７９４円 ５３０円 

平成12年12月21日株主総会決議によ

る新株引受権 

３，５９３円 ２，３９６円 

平成14年12月19日株主総会決議によ

る新株予約権   第１回分 

５９８円 ３９９円 

平成15年12月18日株主総会決議によ

る新株予約権 

１，３２５円 ８８４円 

平成16年9月28日株主総会決議によ

る新株予約権 

１，９２３円 １，２８２円 

（注）平成14年12月19日株主総会決議による第２回分新株予約権は、平成17年11月22日をもって、

全て行使されました。 
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